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行
刑
計
画
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日

の
法
律
第
二
〇
一
二

四
〇
九
号
（
二
・
完
）

フ
ラ
ン
ス
刑
事
制
裁
研
究
会
（
訳
）

は
し
が
き

行
刑
計
画
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日
の
法
律
第
二
〇
一
二

四

〇
九
号

第
１
章

行
刑
計
画
に
関
す
る
諸
規
定

第
２
章

行
刑
を
改
良
す
る
た
め
の
諸
規
定

第
３
章

没
収
刑
の
執
行
に
関
す
る
諸
規
定

第
４
章

雑
則
（
以
上
、
80
巻
４
号
）

附
則

行
刑
政
策
の
目
的
を
定
義
す
る
報
告
書
（
以
上
、
本
号
）

附
則

行
刑
政
策
の
目
的
を
定
義
す
る
報
告
書

行
刑
計
画
に
関
す
る
法
律
は
、
宣
告
刑
と
り
わ
け
施
設
内
拘
禁
刑

の
執
行
の
迅
速
性
と
実
効
性
を
保
障
す
る
こ
と
、
累
犯
予
防
の
能
力

を
強
化
す
る
こ
と
、
及
び
、
犯
罪
少
年
の
ケ
ア
を
改
良
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
目
的
は
、
本
報
告
書
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
精
確
に
特
定

さ
れ
る
。

Ⅰ
｜
宣
告
刑
と
り
わ
け
施
設
内
拘
禁
刑
の
執
行
の

迅
速
性
と
実
効
性
を
保
障
す
る
こ
と

Ａ
｜
刑
罰
の
実
効
的
執
行
を
保
障
す
る
た
め
に
収
容
場
所
を
増
大
さ

せ
多
様
化
す
る
こ
と

本
法
の
第
一
の
目
的
は
、
収
容
場
所
の
定
員
を
二
〇
一
七
年
末
の

時
点
で
八
〇
、
〇
〇
〇
人
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
点

で
予
測
さ
れ
る
需
要
に
量
的
に
対
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
日
の
時
点
で
、
行
刑
場
所
の
定
員
五
七
、

五
四
〇
人
に
対
し
て
、
被
収
容
者
は
六
四
、
一
四
七
人
で
あ
っ
た
。

収
容
人
口
の
最
も
蓋
然
的
な
シ
ナ
リ
オ
は
、
二
〇
一
七
年
に
は
、
拘

禁
刑
受
刑
者
か
否
か
を
問
わ
ず
、
被
収
監
者
が
約
九
六
、
〇
〇
〇
人

に
達
す
る
見
込
み
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
二
〇

〇
三
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
間
に
確
認
さ
れ
た
自
由
剥
奪
刑
宣
告
の

増
大
、
即
ち
、
年
平
均
二
％
を
基
準
に
し
て
お
り
、
二
〇
一
八
年
時

点
で
年
間
の
刑
数
一
五
四
、
〇
〇
〇
を
若
干
上
回
る
水
準
で
安
定
す

る
と
見
て
い
る
。
同
様
に
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
行
刑
期
間
の
持
続

的
な
改
善
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
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同
時
に
、
政
府
は
、
拘
禁
刑
受
刑
者
で
は
な
い
（
概
し
て
電
子
監

視
に
付
さ
れ
る
）
被
収
監
者
数
の
増
大
、
即
ち
、
二
〇
一
一
年
一
〇

月
一
日
時
点
の
八
、
二
〇
〇
人
か
ら
二
〇
一
七
年
に
は
一
六
、
〇
〇

〇
人
へ
の
増
大
を
予
想
し
て
お
り
、
こ
の
予
想
は
、
刑
の
修
正
に
関

し
て
近
年
見
ら
れ
る
展
開
、
即
ち
、
行
刑
に
関
す
る
二
〇
〇
九
年
一

一
月
二
四
日
の
法
律
第
二
〇
〇
九

一
四
三
六
号
の
施
行
以
来
、
強

調
さ
れ
て
き
た
展
開
（
電
子
監
視
に
付
さ
れ
る
者
の
数
は
、
二
〇
〇

七
年
一
月
一
日
時
点
の
一
、
六
〇
〇
人
か
ら
二
〇
一
一
年
一
月
一
日

時
点
で
五
、
八
〇
〇
人
に
増
大
し
た
）
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。こ

れ
ら
の
仮
定
の
下
、
拘
禁
刑
受
刑
者
で
あ
る
被
収
監
者
数
は
、

二
〇
一
七
年
に
は
八
〇
、
〇
〇
〇
人
に
達
す
る
見
込
み
で
あ
り
、
こ

の
予
想
は
、
同
時
点
で
拘
禁
場
所
の
定
員
が
八
〇
、
〇
〇
〇
人
に
達

し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

本
法
の
第
二
の
目
的
は
、
第
一
の
目
的
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る

が
、
短
期
刑
被
宣
告
者
を
収
容
す
る
た
め
特
に
考
案
さ
れ
た
施
設
を

十
分
な
数
か
つ
迅
速
に
供
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
以

下
の
い
く
つ
か
の
事
実
認
識
に
対
応
し
て
い
る
。

｜
現
在
の
収
容
場
所
は
、
短
期
刑
（
ち
な
み
に
、
執
行
を
待
機
し

て
い
る
刑
の
半
数
以
上
が
三
月
以
下
の
刑
期
の
も
の
で
あ
る
）

の
た
め
の
特
別
な
収
容
能
力
を
も
た
な
い
。

｜
今
日
、
適
応
す
る
機
構
を
欠
く
た
め
、
短
期
刑
被
宣
告
者
は
、

一
般
的
に
、
拘
置
所
に
収
容
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
短
期
刑
被

宣
告
者
、
と
り
わ
け
、
初
犯
者
を
、
よ
り
よ
く
構
想
さ
れ
、
対

象
者
の
特
性
に
適
応
し
た
施
設
に
結
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

収
容
の
脱
社
会
化
効
果
が
制
限
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

｜
画
一
的
な
収
容
場
所
の
維
持
は
、
経
済
的
に
見
て
最
良
と
は
い

え
な
い
。
即
ち
、
短
期
刑
被
宣
告
者
は
、
よ
り
長
期
の
刑
を
宣

告
さ
れ
た
者
ほ
ど
の
危
険
性
を
呈
し
て
お
ら
ず
、
保
安
面
で
よ

り
緩
和
さ
れ
た
、
投
資
コ
ス
ト
及
び
運
用
コ
ス
ト
が
旧
来
の
も

の
ほ
ど
か
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
施
設
に
特
権
的
に
収
容
さ
れ
う

る
。

一
年
以
下
の
短
期
刑
ま
た
は
一
年
以
下
の
残
刑
期
に
特
に
適
応
し

た
、
数
千
人
の
収
容
場
所
を
刑
務
所
に
迅
速
に
創
設
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
刑
場
所
の
多
様
化
が
図
ら
れ
る
。
こ
の
多
様
化
は
、
施
設

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
対
象
者
の
特
性
、
と
り
わ
け
そ
の
危
険
性
と
を
適

合
さ
せ
る
こ
と
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
二
つ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
目
下
、
司
法
省
に

よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
行
刑
不
動
産
計
画
が
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
、
補

完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
計
画
は
、
刑
の
執
行
を
改
良
す

る
た
め
、
で
き
る
だ
け
早
く
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
報
告
書
第
一
部
の
対
象
で
あ
る
、
不
動
産
計
画
は
、
二
〇
一
三
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年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
年
ご
と
に
新
た
に
開
設
す
べ
き
総
定
員
数

を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
収
容
場
所
の
各
タ
イ
プ
毎
に
、
二
〇

一
〇
年
時
点
の
価
値
に
基
づ
き
ユ
ー
ロ
で
示
さ
れ
る
、
土
地
獲
得
費

用
を
除
く
、
基
準
と
な
る
単
位
あ
た
り
の
建
築
費
用
、
及
び
、
ス

タ
ッ
フ
の
割
合
、
即
ち
、

被
拘
禁
者
あ
た
り
の
職
員
数
」
が
確
定

さ
れ
る
。
必
要
な
予
算
と
雇
用
は
、
予
算
計
画
を
作
業
の
実
行
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
毎
年
、
推
計
さ
れ
る
。

基
準
と
な
る
建
築
費
用
は
、
Ｂ
Ｔ
01
建
築
費
用
指
数
の
推
移
に

従
っ
て
見
積
も
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
、
刑
務
所
収
容
定
員
の
需
要
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
、
需
要
と

供
給
を
一
致
さ
せ
る
た
め
に
、
行
刑
機
関
の
地
域
間
各
部
局
の
管
轄

に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

１

既
に
着
手
さ
れ
た
建
築
計
画
を
調
整
す
る
こ
と

ａ)

い
わ
ゆ
る
「
一
三
、
二
〇
〇
」
計
画

司
法
の
た
め
の
指
針
及
び
計
画
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日

の
法
律
第
二
〇
〇
二

一
一
三
八
号
の
枠
内
で
定
め
ら
れ
た
計
画
は

完
了
す
る
で
あ
ろ
う
。
ド
ラ
ギ
ニ
ャ
ン
（D

ra
g
u
ig
n
a
n

）
行
刑
セ

ン
タ
ー
の
再
建
を
含
む
、
こ
の
計
画
に
よ
っ
て
、
新
た
に
約
五
、
〇

〇
〇
人
の
収
容
定
員
を
自
由
に
使
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
大

筋
で
既
に
建
築
が
着
工
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
五
、
〇
〇
〇
人
の
収
容

定
員
は
、
本
計
画
の
域
内
で
は
確
保
さ
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
五
、
〇
〇
〇
人
の
収
容
定
員
は
、
将
来
的
な
収
容
定
員
で
あ
る

八
〇
、
〇
〇
〇
人
と
互
換
性
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
一
三
、
二
〇
〇
」
計
画
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
以
下

の
二
つ
の
点
か
ら
修
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
こ
の
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
新
構

想
」
施
設
で
、
そ
の
建
築
が
未
だ
着
工
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い

て
、
そ
の
収
容
能
力
は
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
多
目
的
で
、

調
整
可
能
な
こ
れ
ら
の
「
新
構
想
」
区
画
は
、
短
期
刑
の
た
め
の
収

容
ユ
ニ
ッ
ト
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
短
期
刑
に

利
用
可
能
な
収
容
定
員
数
を
増
大
す
る
形
で
、
比
重
が
高
め
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
旧
来
の
施
設
を
後
ろ
盾
に
し
た
ま
ま
の
修
正
さ
れ
た
各

「
新
構
想
」
区
画
は
、
先
に
検
討
さ
れ
た
九
〇
人
の
収
容
定
員
に
代

え
て
、
一
五
〇
人
の
収
容
能
力
を
も
つ
。

他
方
で
、
さ
ら
に
四
つ
の
半
自
由
セ
ン
タ
ー
が
こ
の
計
画
に
付
け

加
わ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
電
子
監
視
の
発
展
に
鑑
み
、
半
自
由

の
場
所
の
需
要
は
、
来
る
べ
き
数
年
間
、
広
く
カ
バ
ー
さ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
人
口
密
集
地
域
、
と
り
わ
け
、

イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
（Ile-d

e-F
ra
n
ce

）
に
お
い
て
は
、
慢
性
化

し
た
需
要
が
存
続
す
る
。
総
定
員
二
七
〇
人
と
な
る
、
追
加
で
四
つ

の
半
自
由
セ
ン
タ
ー
の
建
築
が
、
従
っ
て
、
計
画
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

行刑計画に関する二〇一二年三月二七日の法律第二〇一二-四〇九号（二・完）（フランス刑事制裁研究会（訳））

（81-１･２- ）25 25



そ
の
際
の
平
均
的
費
用
は
、

土
地
費
用
を
除
い
て
）
九
二
、
五
五

八
ユ
ー
ロ
と
見
積
も
ら
れ
る
。
ス
タ
ッ
フ
の
割
合
は
、
被
拘
禁
者
一

人
あ
た
り
職
員
〇
・
一
七
人
と
推
算
さ
れ
る
。

ｂ)

新
不
動
産
計
画
（N

o
u
v
ea
u
 
p
ro
g
ra
m
m
e
 
im
m
o
b
ilier:

N
P
I

）

二
〇
一
一
年
五
月
、
国
璽
尚
書
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｉ
は
、

密
度
が
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
施
設
の
平
均
収
容
定
員
は
、
五
三
二
人

か
ら
六
五
〇
人
に
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
。
パ
リ
（P

a
ris

）
の
施
設

を
除
い
て
、
施
設
の
収
容
定
員
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
場

合
に
も
八
五
〇
人
を
超
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
計
画
は
、
か
く
し

て
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
七
、
四
〇
〇
人
に
代
え
て
、
差
し
引
き

し
て
九
、
五
〇
〇
人
の
収
容
定
員
の
創
設
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
計
画
は
、
と
り
わ
け
、
ニ
ュ
ー
・
カ
レ
ド
ニ
ア
（N

o
u
v
elle-

C
a
led
o
n
ie

）
の
行
刑
セ
ン
タ
ー
の
閉
鎖
と
新
た
な
行
刑
セ
ン
タ
ー

の
建
設
を
予
定
し
て
い
る
。

官
民
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
枠
内
で
実
現
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て

は
、
新
不
動
産
計
画
に
代
わ
っ
て
、
単
位
あ
た
り
の
平
均
建
築
費
用

は
、
こ
の
た
め
、

土
地
費
用
を
除
い
て
）
一
六
四
、
〇
〇
〇
ユ
ー

ロ
か
ら
一
五
二
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
補
足
的
な
収

容
定
員
の
単
位
あ
た
り
の
限
界
原
価
に
関
し
て
は
、
六
二
、
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
に
な
る
見
通
し
で
あ
る
。

平
均
の
ス
タ
ッ
フ
の
割
合
は
、
被
拘
禁
者
一
人
あ
た
り
職
員
〇
・

四
五
人
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

公
の
工
作
物
の
手
法
（
設
計
・
施
工
）
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｉ
の
六
施
設
は
、
そ
の
性
格
、
と
り
わ
け
、

複
雑
性
と
距
離
に
鑑
み
、
逆
に
濃
密
化
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｎ
Ｐ
Ｉ
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
以
下
の
二
点
で
修
正
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

一
方
で
、
収
容
定
員
二
二
〇
人
の
補
足
的
施
設
が
仏
領
ギ
ア
ナ

（G
u
y
a
n
e

）
に
建
設
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
の
平
均
費
用

（
土
地
費
用
を
除
く
）
は
、
約
三
六
三
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
見
積
も

ら
れ
る
。
こ
の
編
成
の
実
行
に
必
要
な
雇
用
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

相
当
（eq

u
iv
a
len
ts tem

p
s p
lein tra

v
a
ille:

E
T
P
T

）
で
一
四

九
人
に
上
る
。

他
方
で
、
シ
ャ
ト
ー
・
テ
ィ
エ
リ
（C

h
a
tea

u
-T
h
ierry

）
の
現

行
施
設
に
倣
っ
て
、
精
神
医
学
的
な
保
護
収
容
に
は
属
さ
な
い
が
、

重
大
な
行
動
障
害
に
罹
患
し
て
い
る
被
拘
禁
者
を
収
容
す
る
た
め
に
、

新
た
な
施
設
が
建
築
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
編
成
は
、
九
五
人
の

収
容
定
員
を
提
供
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
の
平
均
費
用
（
土
地
費

用
を
除
く
）
は
、
約
三
八
四
、
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
推
定
さ
れ
る
。
こ

の
編
成
の
実
行
に
必
要
な
雇
用
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ

Ｐ
Ｔ
）
で
一
〇
五
人
と
推
定
さ
れ
る
。

資 料
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２

短
期
刑
用
施
設
の
建
築
に
特
化
し
た
新
計
画
に
着
手
す
る
こ
と

上
述
し
た
「
新
構
想
」
区
画
の
内
部
に
創
設
さ
れ
る
、
短
期
刑
用

の
収
容
場
所
を
補
足
す
る
も
の
と
し
て
、
短
期
刑
用
施
設
に
特
化
し

た
新
た
な
建
築
計
画
が
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
編
成
は
、
旧
来
の
行
刑
施
設
を
後
ろ
盾
に
し
た
短
期
刑

用
区
画
の
形
態
を
取
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
独
立
し
た
短
期
刑
用
施
設

の
形
態
を
取
る
こ
と
も
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
、
そ
の
収
容
定
員
は
、

一
五
〇
人
、
後
者
に
お
い
て
は
、
一
九
〇
人
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

短
期
刑
用
の
施
設
及
び
区
画
の
構
想
は
、
こ
れ
ら
の
刑
の
特
殊
性

に
適
合
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
特
に
、
保
安
上
の
制
約
が
そ
こ
で
は

緩
和
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

短
期
刑
用
区
画
の
場
合
の
費
用
は
、
旧
来
の
施
設
（
収
容
定
員
一

〇
〇
人
の
拘
置
所
）
の
際
の
費
用
よ
り
四
〇
％
少
な
く
、

新
構
想
」

区
画
の
費
用
よ
り
一
〇
％
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
費
用
は
、
一
〇

三
、
九
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
費
用
は
、
施
設
の
後
ろ
盾
の
な
い
、
そ
れ
故
に
、
援
助
の
い

く
つ
か
の
役
務
及
び
機
能
の
相
互
扶
助
化
の
恩
恵
を
受
け
え
な
い
、

短
期
刑
用
の
独
立
し
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
若
干
高
く
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
費
用
は
、
旧
来
の
施
設
の
場
合
の
費
用

よ
り
三
五
％
少
な
く
、

新
構
想
」
区
画
の
費
用
に
相
当
す
る
額
に

と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
費
用
は
、
一
一
四
、
三
〇
〇
ユ
ー
ロ
と

表１>

計画された収容定員数 2013 2014 2015 2016 2017 計（2013-2017)

濃密化されたNPI 934 3753 5911 5717 16315

ギアナの補足的施設 220 220

短期刑用施設及び

短期刑用区画
3768 2079 5847

濃密化された「新構想」

区画（ 13,200」計画）
1650 1650

半自由センター 60 90 120 270

特化された施設 95 95

計画された収容定員総計 60 1024 5523 9679 8111 24397
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推
定
さ
れ
る
。

被
拘
禁
者
の
低
い
危
険
性
に
相
応
し
た
ス
タ
ッ
フ
の
比
率
は
、
旧

来
の
施
設
の
場
合
の
半
分
以
下
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
被
拘
禁
者
一

人
あ
た
り
〇
・
二
二
人
で
あ
る
。

表
１
は
、
各
年
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
の
収
容
定
員
創
設
数
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。

結
局
、

一
三
、
二
〇
〇
」
計
画
の
「
新
構
想
」
区
画
に
お
い
て

予
定
さ
れ
る
収
容
定
員
と
短
期
刑
用
施
設
及
び
区
画
に
お
い
て
予
定

さ
れ
る
収
容
定
員
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
か
ら
二
〇
一
七
年

ま
で
に
創
設
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
短
期
刑
に
適
合
し
た
収
容
定
員
は

約
七
、
五
〇
〇
人
に
な
る
。

表
２
は
、
二
〇
一
一
年
か
ら
二
〇
一
七
年
ま
で
の
利
用
可
能
な
収

容
定
員
数
の
予
測
さ
れ
る
推
移
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

３

被
拘
禁
者
の
特
性
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
行
刑
施
設
の
分
類
を

見
直
す
こ
と

二
〇
一
七
年
に
は
、
短
期
刑
用
施
設
の
新
建
築
計
画
が
、
利
用
可

能
な
収
容
場
所
を
顕
著
に
多
様
化
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
展
開

に
よ
っ
て
、
ケ
ア
の
画
一
化
と
断
絶
し
、
よ
り
危
険
な
人
物
の
た
め

に
構
想
さ
れ
た
保
安
上
の
制
約
を
も
は
や
短
期
刑
を
宣
告
さ
れ
た
者

に
強
制
し
な
い
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
脱

表２>

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 計（2013-2017) 計（2011-2017)

計画法の資格

で開設される

総収容定員数 0 0 60 1024 5523 9679 8111 24397 24397

既に着手され

た不動産計画

の資格で開設

される総収容

定員数 1790 1896 1014 802 968 1454 981 5219 8905

開設される

総収容定員数 1790 1896 1074 1826 6491 11133 9092 29616 33302

閉鎖される

収容定員数 -807 -982 -438 -272 -2149 -3383 -2601 -8843 -10632

開設される

実収容定員数 983 914 636 1554 4342 7750 6491 20773 22670

12月31日時点

で利用可能な

収容定員数 58366 59280 59916 61470 65812 73562 80053
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社
会
化
及
び
累
犯
の
危
険
が
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
行
刑
施
設
の
分
類
に
よ
っ
て
、
保
安
の
レ
ベ
ル
が
明

確
に
さ
れ
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
、
刑
事
訴
訟
法
は
、
行
刑
施
設
の

二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
区
別
し
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
拘
置
所

と
行
刑
施
設
で
あ
り
、
行
刑
施
設
は
、
さ
ら
に
、
拘
留
セ
ン
タ
ー

（c
e
n
tre

s
 
d
e
 
d
e
te
n
tio

n

）
と

中

央

刑

務

所
（m

a
iso

n
s

 
cen

tra
les

）
に
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
は
、
行
刑
上
の
保
安
の

面
で
被
拘
禁
者
の
特
性
の
多
様
性
を
十
分
に
顧
慮
し
て
い
な
い
。
拘

置
所
及
び
行
刑
施
設
の
保
安
レ
ベ
ル
で
の
類
型
論
は
、
以
下
の
よ
う

に
区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

｜
強
化
さ
れ
た
保
安
施
設

｜
中
間
的
な
保
安
施
設

｜
調
整
さ
れ
た
保
安
施
設

｜
軽
減
さ
れ
た
保
安
施
設

新
た
な
短
期
刑
用
施
設
（
即
ち
Ｅ
Ｃ
Ｐ
）
は
、
軽
減
さ
れ
た
保
安

施
設
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

４

新
施
設
の
建
築
及
び
開
設
を
促
進
し
、
今
か
ら
二
〇
一
七
年
ま

で
に
収
容
定
員
八
〇
、
〇
〇
〇
人
の
目
標
に
達
す
る
た
め
に
必
要

な
法
律
上
の
手
段
及
び
人
的
手
段
を
整
備
す
る
こ
と

本
法
第
二
条
は
、
司
法
不
動
産
機
構
（l’A

g
en
ce
 
p
u
b
liq
u
e

 

p
o
u
r l’im

m
o
b
ilier d

e la
 
ju
stice

）
に
、
競
争
的
交
渉
手
続
に

よ
っ
て
設
計
・
施
工
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
契
約
に
よ
っ
て
、
同
様
に
、
利
用
及
び
保
守
の
給
付

を
顧
慮
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
法
第
三
条
は
、
他
方
で
、
上
記
二
〇
〇
二
年
九
月
九
日
の
法
律

第
二
〇
〇
二

一
一
三
八
号
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
、
収
用
手
続
の

迅
速
化
を
可
能
に
す
る
規
定
の
延
長
に
つ
い
て
定
め
る
。
公
用
収
用

法
典
第
L.
一
五

九
条
に
定
め
ら
れ
る
収
用
手
続
は
、
そ
の
取
得
が

行
刑
施
設
の
建
築
ま
た
は
拡
張
の
た
め
に
必
要
な
宅
地
ま
た
は
非
宅

地
の
国
に
よ
る
即
時
占
有
取
得
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

行
刑
機
関
及
び
司
法
不
動
産
機
構
は
、
防
衛
省
と
協
議
の
上
、
行

刑
施
設
、
特
に
、
開
放
型
拘
禁
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
短
期
刑
も
し
く
は

半
自
由
の
区
画
と
い
っ
た
緩
和
さ
れ
た
編
成
を
構
築
す
る
た
め
に
、

と
り
わ
け
、
国
防
に
属
す
る
建
物
ま
た
は
収
用
地
の
転
換
の
実
現
可

能
性
を
検
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
、
人
的
手
段
に
つ
い
て
、
司
法
不
動
産
機
構
の
実
数
は
、

本
計
画
か
ら
生
じ
る
負
担
計
画
の
増
大
に
対
処
す
る
た
め
、
一
時
的

に
増
強
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
、
国
立
行
刑
学
院
（l’É

co
le n

a
tio
n
a
le d

e l’a
d
m
in
is-

tra
tio
n
 
p
en
iten

tia
ire

）
の
受
入
能
力
は
、
拡
大
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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Ｂ
｜
刑
罰
の
よ
り
迅
速
な
執
行
を
保
障
す
る
こ
と

１

刑
罰
の
適
用
及
び
執
行
の
役
務
を
強
化
す
る
こ
と

司
法
が
信
頼
さ
れ
か
つ
有
効
な
の
は
、
そ
の
決
定
が
迅
速
に
執
行

さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
。
刑
の
執
行
、
特
に
、
最
も
重
大
な
行
為

を
制
裁
す
る
閉
鎖
的
拘
禁
刑
の
執
行
の
有
効
性
は
、
犯
罪
性
に
対
す

る
そ
し
て
累
犯
に
対
す
る
刑
事
政
策
の
本
質
的
な
一
構
成
要
素
で
あ

る
。重

罪
ま
た
は
軽
罪
の
処
罰
と
し
て
毎
年
五
八
五
、
〇
〇
〇
件
以
上

の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
の
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
そ
の

内
、
約
一
二
六
、
六
五
〇
件
が
自
由
剥
奪
刑
で
あ
る
。
こ
の
刑
罰
の

内
、
九
一
％
が
修
正
可
能
な
刑
罰
で
あ
る
。
刑
罰
の
執
行
及
び
適
用

に
関
す
る
近
時
の
改
正
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
た
。
即
ち
、
そ
れ

は
、
被
有
罪
宣
告
者
の
再
社
会
化
を
促
進
す
る
た
め
に
刑
の
修
正
を

顕
著
に
増
大
さ
せ
る
こ
と
、
刑
の
修
正
の
恩
恵
を
受
け
な
い
者
が
何

の
ケ
ア
も
な
い
満
期
釈
放
と
な
ら
な
い
よ
う
に
刑
終
了
時
の
電
子
監

視
を
創
設
す
る
こ
と
、
及
び
、
こ
れ
ら
の
者
が
刑
終
了
時
点
で
累
犯

の
危
険
性
を
呈
し
て
い
る
場
合
に
保
安
処
分
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ

る
。
裁
判
所
に
お
け
る
刑
罰
適
用
及
び
執
行
部
局
の
業
務
負
担
は
そ

れ
故
増
大
し
た
。

他
方
、
国
璽
尚
書
、
司
法
大
臣
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
作
業
グ

ル
ー
プ
は
、
刑
罰
適
用
判
事
の
業
務
負
担
は
、
判
事
一
人
あ
た
り
一

件
書
類
に
し
て
七
〇
〇
か
ら
八
〇
〇
件
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
推
奨

し
た
。

従
っ
て
、
刑
の
執
行
期
間
を
短
縮
す
る
と
い
う
目
的
は
、
裁
判
所

に
割
り
当
て
ら
れ
る
実
数
の
増
大
を
前
提
と
す
る
。
計
画
は
、
そ
の

理
由
で
、
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
二
〇
九
人
の
創
設

を
予
定
し
て
お
り
、
そ
の
内
一
二
〇
が
裁
判
官
、
八
九
が
書
記
官
で

あ
る
。

２

刑
罰
適
用
及
び
執
行
部
局
の
活
動
を
合
理
化
す
る
こ
と

公
共
政
策
の
一
般
的
見
直
し
の
枠
内
で
、
法
務
局
（d

irectio
n

 
d
es serv

ices ju
d
icia

ires

）
は
、

リ
ー
ン
（L

ea
n

）」
計
画
を
約

一
〇
の
控
訴
院
及
び
大
審
裁
判
所
に
展
開
し
た
。
こ
の
計
画
は
、
手

続
の
ロ
ス
タ
イ
ム
を
短
く
す
る
こ
と
、
即
ち
、
裁
判
官
及
び
書
記
課

の
公
務
員
を
彼
ら
の
本
来
的
業
務
か
ら
引
き
離
す
、
付
加
価
値
の
小

さ
い
反
復
的
業
務
の
解
消
を
目
指
す
。
こ
の
計
画
は
、
同
様
に
、
利

害
関
係
者
集
団
を
司
法
の
公
的
部
局
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

司
法
補
助
職
、
鑑
定
人
及
び
制
度
的
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
関
係
の
円
滑

化
を
目
標
と
す
る
。

こ
の
計
画
は
、
裁
判
所
自
身
が
自
ら
の
活
動
を
よ
り
効
率
的
に
す

る
組
織
化
の
方
法
を
特
定
す
る
た
め
、
経
営
参
加
に
よ
る
手
法

（d
em
a
rch

e p
a
rticip

a
tiv
e

）
に
基
づ
い
て
い
る
。
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こ
の
方
法
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
カ
シ
オ
ペ
イ

ア
」

（a
p
p
lica

tio
n
«C
a
ssio

p
ee»

）
の
展
開
に
よ
っ
て
、
刑
の
執
行
及

び
刑
事
上
の
拘
束
（ch

a
ın
e p

en
a
le

）
の
運
用
に
拡
大
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

３

刑
罰
執
行
部
を
普
及
さ
せ
る
こ
と

犯
罪
性
の
進
展
へ
の
司
法
の
適
応
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
三
月
九

日
の
法
律
第
二
〇
〇
四

二
〇
四
号
の
適
用
を
受
け
、
刑
事
訴
訟
法

を
修
正
す
る
刑
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
三
日
の
デ

ク
レ
第
二
〇
〇
四

一
三
六
四
号
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、
刑
事
訴

訟
法
第
Ｄ.
四
八

四
条
に
規
定
さ
れ
る
、
刑
罰
執
行
部
（b

u
rea

u
x

 
d
e l’ex

ecu
tio
n
 
d
es p

ein
es ：

Ｂ
Ｅ
Ｘ
）
は
、
法
廷
を
出
た
時
点

か
ら
刑
の
執
行
を
可
能
に
す
る
。
宣
告
刑
に
従
っ
て
、
Ｂ
Ｅ
Ｘ
は
、

罰
金
の
支
払
、
停
止
さ
れ
ま
た
は
取
り
消
さ
れ
た
運
転
免
許
証
の
剥

奪
、
及
び
、
刑
罰
適
用
判
事
ま
た
は
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
へ
の

召
喚
状
の
交
付
を
可
能
に
す
る
。
Ｂ
Ｅ
Ｘ
の
効
率
性
は
周
知
の
通
り

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
に
お
い
て
利
用
可
能
な
人
的
手

段
に
応
じ
て
、
Ｂ
Ｅ
Ｘ
の
働
き
は
、
た
い
て
い
の
場
合
、
一
部
の
法

廷
に
限
ら
れ
、
主
に
、
単
独
判
事
に
よ
る
軽
罪
の
法
廷
で
、
有
責
性

に
関
し
て
あ
ら
か
じ
め
被
告
人
が
自
認
し
た
上
で
の
出
廷
で
あ
っ
て
、

略
式
の
刑
事
命
令
（o

rd
o
n
n
a
n
ces p

en
a
les

）
が
通
告
さ
れ
る
場

合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

宣
告
刑
の
迅
速
か
つ
効
果
的
な
執
行
を
保
障
す
る
可
能
性
は
、
司

法
の
効
率
的
な
作
用
へ
の
国
民
の
信
頼
を
深
め
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、

成
人
に
つ
い
て
も
少
年
に
つ
い
て
も
）
Ｂ
Ｅ
Ｘ
を
控

訴
院
の
内
部
も
含
め
て
全
て
の
裁
判
所
に
普
及
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の

受
付
時
間
帯
を
広
げ
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
法
廷
に
普
及
さ
せ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
裁
判
所
の
需
要
は
、
書
記
官
及
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ｃ
の

係
官
で
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
二
〇
七
人
と
見
積
も

ら
れ
る
。

い
く
つ
か
の
裁
判
所
で
は
、
Ｂ
Ｅ
Ｘ
を
整
備
し
、
Ｂ
Ｅ
Ｘ
に
よ
っ

て
青
少
年
司
法
保
護
局
の
エ
デ
ュ
カ
ト
ゥ
ー
ル
の
通
常
業
務
を
確
保

で
き
る
よ
う
に
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

一
、
五
四
〇
万
ユ
ー
ロ
の
調
査
予
算
が
こ
の
た
め
に
組
ま
れ
て
い

る
。

４

被
害
者
支
援
の
部
局
を
普
及
さ
せ
る
こ
と

刑
事
訴
訟
法
第
七
〇
七
条
に
従
い
、
刑
の
執
行
は
、
被
害
者
の
権

利
を
尊
重
し
た
上
で
な
さ
れ
る
。
被
害
者
は
、
自
己
に
関
係
す
る
決

定
、
即
ち
、
自
ら
の
被
害
の
賠
償
に
関
わ
る
決
定
、
ま
た
は
、
例
え

ば
保
護
観
察
付
き
執
行
猶
予
の
枠
内
で
被
有
罪
宣
告
者
に
命
じ
ら
れ
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る
被
害
者
と
の
接
触
禁
止
の
よ
う
に
、
被
害
者
保
護
の
た
め
の
措
置

に
関
わ
る
決
定
の
執
行
に
関
心
を
も
つ
。

二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
犯
罪
予
防
及
び
被
害
者
支

援
の
国
家
計
画
に
は
、
主
要
な
大
審
裁
判
所
内
に
被
害
者
支
援
部

（b
u
rea

u
x
 
d
’a
id
e a

u
x
 
v
ictim

es ：

Ｂ
Ａ
Ｖ
）
を
五
〇
カ
所
創
設

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

Ｂ
Ａ
Ｖ
は
、
裁
判
所
内
で
被
害
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
被
害
者

に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
、
及
び
、
被
害
者
を
裁
判
官
ま
た
は
管
轄

組
織
に
誘
導
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
被
害
者
は
、
そ
の
た
め
、

被
害
者
支
援
団
体
に
よ
る
ケ
ア
を
受
け
、
被
害
者
支
援
団
体
は
、
そ

の
活
動
に
お
い
て
被
害
者
を
支
援
し
、
被
害
者
が
即
時
出
頭
手
続
に

お
い
て
裁
判
さ
れ
た
行
為
の
被
害
者
で
あ
る
場
合
、
緊
急
に
被
害
者

を
援
助
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

利
用
者
は
、
既
に
設
置
さ
れ
た
三
八
の
部
に
よ
っ
て
満
足
し
た
旨

を
表
明
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
部
は
、
増
大
し
て
い
く
犯
罪
被
害
者

を
受
け
入
れ
る
。

Ｂ
Ａ
Ｖ
の
大
審
裁
判
所
全
体
へ
の
普
及
は
、
国
土
全
体
に
お
い
て
、

全
て
の
被
害
者
が
こ
の
仕
組
み
に
等
し
く
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
を

保
障
す
る
で
あ
ろ
う
。

約
一
四
〇
の
Ｂ
Ａ
Ｖ
が
創
設
さ
れ
、
年
間
の
総
運
営
費
用
は
、
二

八
〇
万
ユ
ー
ロ
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。

Ｃ
｜
刑
事
上
の
拘
束
に
関
す
る
情
報
体
系
の
信
頼
性
を
確
保
し
、
そ

れ
ら
の
相
互
接
続
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
拘
禁
者
の
ケ
ア

に
お
け
る
中
断
を
回
避
す
る
こ
と

二
〇
一
一
年
七
月
に
提
出
さ
れ
た
、
司
法
部
局
の
一
般
的
監
査
及

び
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
に
対
す
る
一
般
的
財
務
監
査
の
共
同
報

告
書
は
、
司
法
の
手
に
あ
る
者
を
監
督
す
る
ア
プ
リ
（a

p
p
lica

tif
 

d
e su

iv
i d
es p

erso
n
n
es p

la
cees so

u
s m

a
in d

e ju
stice ：

Ａ

Ｐ
Ｐ
Ｉ
）
が
改
善
を
要
す
る
機
能
不
全
に
陥
っ
て
お
り
、
他
方
で
、

そ
の
操
作
性
及
び
機
能
性
の
展
開
と
し
て
、
改
良
の
対
象
と
な
る
べ

き
運
命
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
ツ
ー
ル
の
信
頼
性

確
保
及
び
刷
新
は
、
司
法
の
手
に
あ
る
者
の
ケ
ア
に
お
け
る
中
断
、

と
り
わ
け
、
閉
鎖
環
境
と
開
放
環
境
の
間
の
中
断
を
回
避
す
る
た
め

に
必
要
不
可
欠
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
企
画
は
、
従
っ
て
、
優
先
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
上
に
、
成
功
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
刑
事
上
の

拘
束
の
実
施
主
体
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
一
式

と
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
カ
シ
オ
ペ
イ
ア
」
の
相
互
接
続
で
あ
る
。

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
カ
シ
オ
ペ
イ
ア
」
は
、
警
察
及
び
憲
兵
機

関
の
二
〇
一
三
年
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察

局
に
よ
っ
て
同
年
に
使
用
さ
れ
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
及
び
、
二
〇
一

五
年
に
行
刑
機
関
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
新
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
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「
ジ
ェ
ネ
シ
ス
（G

en
esis

）」
と
の
間
で
、
ジ
ェ
ネ
シ
ス
が
展
開
し

た
後
、
相
互
接
続
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
介
し
た
接
続
は
、
刑

の
執
行
に
関
す
る
統
計
ツ
ー
ル
の
展
開
を
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
か
く
し
て
、
刑
事
政
策
の
水
先
案
内
に
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
カ
シ
オ
ペ
イ
ア
」
の
相
互
接
続
は
、
時
間

の
節
約
が
期
待
さ
れ
る
、
手
続
の
非
物
質
化
さ
れ
た
一
件
書
類
を
展

開
す
る
こ
と
、
刑
事
上
の
拘
束
の
実
施
主
体
間
で
よ
り
よ
く
情
報
を

伝
達
す
る
こ
と
、
従
っ
て
、
刑
事
上
の
拘
束
の
間
、
反
応
性
を
よ
り

高
め
る
こ
と
、
及
び
、
伝
達
さ
れ
る
情
報
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と

も
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
計
画
は
、
二
〇
一
三
年
か
ら
実
施

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
計
画
は
、
刑
事
上
の
拘
束
の
実
施
主
体
に

対
し
て
、
彼
ら
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
、
非
物
質
化
さ
れ
た
形

態
に
お
け
る
統
一
的
一
件
書
類
（d

o
ssier u

n
iq
u
e

）
に
ア
ク
セ
ス

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
計
画
の
展
開
は
、
漸
進

的
で
あ
ろ
う
。
刑
事
司
法
機
能
へ
の
市
民
参
加
及
び
少
年
審
判
に
関

す
る
二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

九
三
九
号
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
、
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
二
日
の

オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五

一
七
四
号
第
五

二
条
に
規
定
さ
れ
る
、
少

年
の
人
格
の
統
一
的
一
件
書
類
は
、
そ
の
第
一
歩
を
構
成
す
る
で
あ

ろ
う
。

犯
罪
記
録
は
、
有
罪
判
決
抄
本
の
完
全
な
非
物
質
化
を
保
障
す
る

た
め
に
、
二
〇
一
三
年
及
び
二
〇
一
四
年
に
刷
新
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
カ
シ
オ
ペ
イ
ア
」
と
の
相
互
接
続
は
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
三
年
か
ら
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
企
画
全
体
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
は
、
司
法
省
に
よ
っ

て
使
用
さ
れ
て
い
る
技
術
的
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
、
毎
日
二
四
時

間
保
護
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス
を
保
障
す
る
よ
う
最
適
化
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

で

あ

ろ

う
。
従
っ
て
、
二

〇

一

三

年

以

降
、
ナ

ン

ト

（N
a
n
tes

）
に
倣
っ
て
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
サ
イ
ト
を
設
置
す
る
た
め
に

投
資
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
投
資
は
同
様
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
イ
ン

フ
ラ
を
確
保
す
る
た
め
に
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

二
億
八
、
四
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
予
算
が
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
計

画
の
た
め
に
編
成
さ
れ
る
。

Ⅱ
｜
累
犯
予
防
の
能
力
を
強
化
す
る
こ
と

Ａ
｜
被
有
罪
宣
告
者
の
特
性
を
よ
り
深
く
評
価
す
る
こ
と

社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
（S

erv
ices p

en
iten

tia
ires d

’in
ser-

tio
n et d

e p
ro
b
a
tio
n
：

Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｐ
）
は
、
被
収
容
者
の
み
な
ら
ず
、
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開
放
環
境
で
実
施
さ
れ
る
一
七
五
、
〇
〇
〇
人
の
被
有
罪
宣
告
者
の

監
督
も
保
障
す
る
以
上
、
累
犯
予
防
政
策
に
お
い
て
果
た
す
べ
き
重

要
な
役
割
を
有
し
て
い
る
。

調
整
さ
れ
た
拘
禁
、
及
び
、
累
犯
予
防
に
適
し
た
刑
の
執
行
の
行

程
を
配
備
す
る
前
に
、
各
被
有
罪
宣
告
者
の
特
性
の
厳
格
か
つ
体
系

的
な
評
価
を
導
入
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
二

つ
の
措
置
が
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
全
て
の
被
有
罪
宣
告

者
に
有
効
な
共
有
ツ
ー
ル
、
犯
罪
学
的
照
準
で
の
診
断
（d
ia
g
n
o
s-

tic a
v
isee crim

in
o
lo
g
iq
u
e ：

Ｄ
Ａ
Ｖ
Ｃ
）
を
実
施
す
る
こ
と
、

そ

し

て
、
他

方

で
、
フ

レ
ー
ヌ
（F

re
sn
e
s

）
及

び

レ

オ
ー

（R
ea
u

）
の
セ
ン
タ
ー
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
新
た
に
三
つ
の
国
立
評

価
組
織
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。

１

Ｄ
Ａ
Ｖ
Ｃ
及
び
Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｐ
に
お
け
る
個
別
的
監
督
を
普
及
さ
せ

る
こ
と

Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｐ
に
よ
る
司
法
の
手
に
あ
る
者
の
ケ
ア
が
、
個
別
化
さ
れ
、

対
象
者
の
問
題
性
に
適
応
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
累
犯
予
防

は
、
司
法
の
手
に
あ
る
者
に
焦
点
を
当
て
た
評
価
作
業
と
不
可
分
で

あ
る
。
関
連
領
域
の
専
門
家
と
と
も
に
構
築
さ
れ
る
Ｄ
Ａ
Ｖ
Ｃ
は
、

こ
の
評
価
作
業
の
公
理
化
で
あ
る
。
三
つ
の
地
点
で
成
功
を
経
験
し

た
、
Ｄ
Ａ
Ｖ
Ｃ
は
、
普
及
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｄ
Ａ
Ｖ
Ｃ
の
デ
ー
タ
は
、
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
カ
シ
オ
ペ
イ

ア
」
以
後
、
検
察
官
及
び
刑
罰
適
用
部
局
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
、
利

用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

心
理
学
者
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
一
〇
三
人
の
創

設
が
こ
の
た
め
に
計
画
さ
れ
る
。

２

新
た
に
三
つ
の
国
立
評
価
セ
ン
タ
ー
を
創
設
す
る
こ
と

長
期
刑
で
有
罪
宣
告
を
受
け
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
高
度
の
危
険
性
を

呈
し
て
い
る
者
の
掘
り
下
げ
た
評
価
は
、
と
り
わ
け
、
被
有
罪
宣
告

者
が
刑
の
修
正
か
ら
恩
恵
を
受
け
る
条
件
を
充
足
す
る
限
り
に
お
い

て
、
行
程
の
冒
頭
に
お
い
て
も
、
刑
の
執
行
中
に
も
展
開
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
数
週
間
に
わ
た
っ
て
学
際
的
評
価
を

行
う
、
国
立
評
価
セ
ン
タ
ー
が
増
設
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新

た
に
三
つ
の
セ
ン
タ
ー
が
こ
の
た
め
に
創
設
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
五
〇
人
の
創
出
が
こ
れ
に

向
け
て
計
画
さ
れ
る
。

３

司
法
の
手
に
あ
る
者
の
心
理
学
的
・
犯
罪
学
的
危
険
性
を
よ
り

い
っ
そ
う
顧
慮
す
る
こ
と

司
法
の
手
に
あ
る
者
の
危
険
性
評
価
が
複
雑
で
あ
る
と
し
て
も
、

な
お
そ
の
評
価
は
可
能
で
あ
り
、
累
犯
に
対
し
て
有
効
に
戦
う
た
め
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に
は
、
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

危
険
性
の
概
念
は
、
二
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
一
つ
は
、
精

神
医
学
的
意
味
で
、
主
と
し
て
精
神
障
害
と
結
び
つ
い
た
、
行
為
に

移
行
す
る
危
険
と
定
義
さ
れ
、
も
う
一
つ
は
、
犯
罪
学
的
意
味
で
、

あ
る
者
が
呈
す
る
、
一
定
の
重
大
性
を
も
つ
新
た
な
犯
罪
を
行
う
高

度
の
蓋
然
性
に
関
係
す
る
。

司
法
上
の
実
施
主
体
は
総
じ
て
今
日
、
も
っ
ぱ
ら
精
神
医
学
的
危

険
性
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
の

犯
罪
学
的
危
険
性
の
評
価
に
つ
い
て
、
状
況
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
が
犯
罪
学
に
関
す
る
十
分
な
研
修
を
提
供
で
き
ず
に
苦
し

ん
で
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
示
唆
的
で
あ
る
。

こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
犯
罪
学
の
教
育
に
新
た
な
刺
激

を
与
え
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
理
由
で
、
実
務
に
携
わ
る
者
全
体
、

中
で
も
特
に
精
神
鑑
定
人
、
ま
た
裁
判
官
、
行
刑
職
員
及
び
保
安
処

分
学
際
的
委
員
会
構
成
員
ら
の
現
場
の
期
待
に
応
え
る
た
め
、
大
学

及
び
司
法
に
関
す
る
職
業
学
校
に
対
し
て
、
こ
の
科
目
に
よ
り
大
き

な
可
視
性
を
与
え
る
よ
う
奨
励
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

犯
罪
学
的
危
険
性
の
評
価
が
進
歩
し
う
る
た
め
に
は
、
同
様
に
、

実
務
に
携
わ
る
者
が
自
由
に
使
え
る
ツ
ー
ル
及
び
メ
ソ
ッ
ド
に
つ
い

て
、
熟
考
を
始
め
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
精
神
鑑
定
の
枠
内
で
の
人

と
の
対
話
及
び
そ
の
観
察
に
基
づ
く
臨
床
的
メ
ソ
ッ
ド
（m

eth
o
d
e

 

clin
iq
u
e

）
が
、
今
日
、
精
神
医
学
的
危
険
性
の
評
価
の
枠
内
で
十

分
に
確
立
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
リ
ス
ク
の
等
級
に
基
づ
く
保
険
計

理
的
メ
ソ
ッ
ド
（m

eth
o
d
e a

ctu
a
rielle

）
の
方
は
と
い
え
ば
、

全
体
的
に
み
て
司
法
機
関
に
よ
っ
て
十
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
。
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
、
と
り
わ
け
カ
ナ
ダ
で
非
常

に
普
及
し
た
こ
の
メ
ソ
ッ
ド
は
、
累
犯
者
と
機
会
的
犯
罪
者
の
集
団

を
比
較
す
る
統
計
的
研
究
に
基
づ
き
、
累
犯
の
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク

タ
ー
を
明
示
し
た
保
険
計
理
表
に
依
拠
す
る
。
犯
罪
学
的
危
険
性
は
、

精
神
医
学
的
危
険
性
の
み
に
還
元
さ
れ
な
い
た
め
、
実
務
に
携
わ
る

者
が
、
精
確
な
基
準
に
則
っ
た
、
詳
細
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
ツ
ー
ル
及
び
メ
ソ
ッ
ド
の
中
に
、
保
険
計
理
的
メ

ソ
ッ
ド
を
統
合
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

よ
り
一
般
的
に
、
行
為
へ
の
移
行
を
促
進
し
う
る
、
心
理
学
的
、

環
境
的
、
文
脈
的
フ
ァ
ク
タ
ー
の
全
体
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
司

法
の
手
の
下
に
置
か
れ
た
者
の
犯
罪
学
的
危
険
性
の
評
価
は
、
断
固

と
し
て
、
学
際
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重

罪
累
犯
の
リ
ス
ク
減
少
を
目
的
と
し
、
刑
事
手
続
上
の
諸
規
定
を
も

た
ら
す
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
〇

二
四
二
号

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
、
刑
事
訴
訟
法
第
七
六
二

五
六

二
条
に
規

定
さ
れ
る
、
司
法
手
続
の
枠
内
で
収
集
さ
れ
た
個
人
的
デ
ー
タ
の

デ
ィ
レ
ク
ト
リ
（rep

erto
ire d

es d
o
n
n
ees a

ca
ra
ctere p

er-
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so
n
n
el co

llectees d
a
n
s le ca

d
re d

es p
ro
ced

u
res ju

d
icia

ir-

es ：

Ｒ
Ｄ
Ｃ
Ｐ
Ｊ
）
は
、
訴
追
さ
れ
ま
た
は
有
罪
宣
告
さ
れ
た
者
に

関
す
る
犯
罪
学
的
危
険
性
の
評
価
の
質
を
決
定
的
に
深
化
さ
せ
る
の

に
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
。

４

最
も
重
大
な
行
為
を
し
た
被
有
罪
宣
告
者
の
た
め
に
鑑
定
の
学

際
性
を
強
化
す
る
こ
と

人
身
に
対
す
る
加
重
さ
れ
た
重
罪
ま
た
は
未
成
年
者
に
対
し
て
な

さ
れ
た
重
罪
に
つ
き
、
一
〇
年
を
超
え
る
拘
禁
刑
ま
た
は
懲
役
刑
で

有
罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
は
、
二
人
の
鑑
定
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

医
学
鑑
定
を
伴
っ
た
、
被
拘
禁
者
の
観
察
の
任
を
負
う
特
殊
化
さ
れ

た
機
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
危
険
性
の
学
際
的
評
価
の
後
に
下
さ
れ

る
、
保
安
処
分
学
際
的
委
員
会
の
意
見
な
く
し
て
、
い
か
な
る
仮
釈

放
も
認
め
ら
れ
え
な
い
旨
、
法
律
は
規
定
し
て
い
る
。

本
法
第
八
条
は
、
刑
罰
適
用
判
事
に
、
特
別
に
理
由
を
付
し
た
決

定
に
よ
っ
て
、
二
人
の
精
神
科
医
に
よ
る
二
重
の
鑑
定
に
代
え
て
、

一
人
の
精
神
科
医
と
一
人
の
心
理
学
者
に
よ
っ
て
共
同
で
実
施
さ
れ

た
鑑
定
に
よ
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
そ
の
こ
と
で
こ
の
鑑
定
の
学
際

性
を
強
化
す
る
。

５

精
神
鑑
定
人
の
数
を
増
大
さ
せ
る
こ
と

こ
こ
一
〇
年
間
に
採
択
さ
れ
た
、
特
に
、
累
犯
予
防
を
目
的
と
し

た
刑
事
手
続
法
は
、
犯
罪
行
為
者
の
危
険
性
の
よ
り
精
確
な
評
価
を

保
障
し
、
当
該
行
為
者
が
処
遇
の
対
象
と
な
り
う
る
か
を
確
定
す
る

た
め
、
必
要
的
な
精
神
鑑
定
の
事
案
を
増
大
さ
せ
た
。

そ
の
結
果
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
の
間
に
犯
罪
行
為
者

に
実
施
さ
れ
た
精
神
鑑
定
数
の
増
大
は
、
一
定
数
の
精
神
鑑
定
人
、

現
在
、
控
訴
院
の
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
い
る
五
三
七
人
の
医
師
に

対
し
て
、
一
四
九
％
以
上
と
推
定
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
二
〇
〇
二

年
に
は
、
一
年
間
で
精
神
鑑
定
人
一
人
あ
た
り
六
一
件
の
鑑
定
が
実

施
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
率
は
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
一
五
一
に

至
っ
た
。
鑑
定
期
間
は
、
従
っ
て
、
不
可
避
的
に
長
期
化
し
た
。

こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
、
三
つ
の
促
進
的
措
置
が
取
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

｜
鑑
定
が
自
由
業
の
精
神
科
医
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
、
鑑
定

そ
れ
自
体
の
費
用
を
補
足
す
る
、
三
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
資
産
減
少

に
つ
き
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
。

｜
精
神
医
学
の
イ
ン
タ
ー
ン
を
司
法
鑑
定
活
動
に
誘
導
す
る
た
め
、

奨
学
金
制
度
を
設
置
す
る
こ
と
。
本
法
第
九
条
が
定
め
る
よ
う

に
、
学
生
は
、
こ
の
た
め
、
司
法
の
決
定
に
基
づ
く
対
象
者
の

精
神
医
学
的
ケ
ア
に
関
す
る
契
約
に
署
名
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
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の
契
約
に
よ
っ
て
、
学
生
は
、
一
方
で
、
司
法
鑑
定
及
び
累
犯

予
防
に
関
す
る
犯
罪
学
、
司
法
精
神
医
学
及
び
司
法
心
理
学
の

研
修
を
受
講
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
控
訴
院
付
司
法
鑑
定
人
リ

ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
る
司
法
鑑
定
人
数
が
不
十
分
で
あ
る
場

合
、
自
ら
の
研
修
の
終
了
後
、
少
な
く
と
も
二
年
間
そ
の
リ
ス

ト
の
一
つ
に
登
録
す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
手
当
を
受
領
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

｜
司
法
鑑
定
活
動
に
取
り
組
む
精
神
科
医
を
奨
励
し
、
養
成
し
、

こ
れ
に
随
伴
す
る
た
め
に
後
見
人
を
設
置
す
る
こ
と
。
最
近
学

位
を
取
得
し
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、

新
人
の
（ju

n
io
r

）」
鑑

定
人
と
し
て
活
動
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
精
神
科
医
に
対
し
て
、

彼
ら
に
委
託
さ
れ
る
最
初
の
二
〇
件
の
鑑
定
の
間
、
彼
ら
に

と
っ
て
後
見
人
の
役
目
を
果
た
す
「
古
参
の
（sen

io
r

）」
司

法
鑑
定
人
の
随
伴
を
編
成
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

Ｂ
｜
累
犯
の
危
険
性
を
呈
す
る
被
有
罪
宣
告
者
と
り
わ
け
性
犯
罪
者

の
監
督
を
強
化
す
る
こ
と

１

累
犯
の
予
防
計
画
を
普
及
さ
せ
る
こ
と

累
犯
予
防
の
計
画
は
、
全
て
の
行
刑
機
関
に
普
及
し
、
必
然
的
に
、

性
犯
罪
及
び
行
動
研
究
に
関
す
る
特
殊
な
部
分
も
含
む
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
計
画
は
、
特
に
心
理
学
者
を
含
む
学
際
的
グ

ル
ー
プ
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
、
実
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

２

重
大
な
行
動
障
害
に
罹
っ
た
被
拘
禁
者
の
ケ
ア
に
お
い
て
特
化

さ
れ
た
第
二
の
施
設
を
創
設
す
る
こ
と

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
重
大
な
行
動
障
害
に
罹
患
し
た
被
拘
禁
者

の
ケ
ア
に
特
化
さ
れ
た
第
二
の
施
設
が
、
シ
ャ
ト
ー
・
テ
ィ
エ
リ

（C
h
a
tea

u
-T
h
ierry

）
の
現
行
の
施
設
を
モ
デ
ル
に
建
築
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
編
成
は
、
九
五
人
の
収
容
定
員
を
提
供
す
る
で
あ

ろ
う
。

３

治
療
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と

ａ)

閉
鎖
環
境

上
記
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
〇

二
四
二
号

に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
る
、
公
衆
衛
生
法
L.
三
七
一
一

三
条
は
、
開

放
環
境
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
治
療
命
令
の
枠
内
で
、
主
治
医
に
対

し
て
、
調
整
医
を
介
し
て
、
意
に
反
す
る
治
療
の
中
止
に
つ
き
、
刑

罰
適
用
判
事
に
通
知
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
た
。

閉
鎖
環
境
に
お
け
る
治
療
の
有
効
性
を
深
化
さ
せ
る
た
め
、
本
法

第
七
条
、
第
五
条
は
、
拘
禁
中
に
実
行
さ
れ
る
治
療
に
つ
い
て
、
刑

罰
適
用
判
事
に
お
け
る
情
報
伝
達
の
改
良
を
目
指
し
て
い
る
。
主
治

医
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
、
被
有
罪
宣
告
者
が
刑
罰
適
用
判
事
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に
提
出
す
る
と
い
う
条
件
で
、
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
り
提
示
さ
れ
た

治
療
を
定
め
ら
れ
た
形
で
受
け
て
い
る
か
否
か
を
示
す
証
明
書
を
交

付
し
、
か
く
し
て
、
刑
罰
適
用
判
事
は
、
情
を
知
っ
た
上
で
、
刑
の

短
縮
の
取
消
、
及
び
、
補
充
刑
の
短
縮
ま
た
は
仮
釈
放
の
恩
典
に
関

し
て
宣
告
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。

ｂ)

開
放
環
境

治
療
命
令
は
、
社
会
内
司
法
監
督
、
司
法
監
視
、
保
安
監
視
ま
た

は
仮
釈
放
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
措
置
の
効
率
的
実
行
の
た

め
に
は
、
共
和
国
検
事
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
、

適
切
な
研
修
を
受
講
し
た
精
神
科
医
ま
た
は
医
師
で
あ
る
調
整
医
が

刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
調
整
医

は
、
裁
判
官
と
主
治
医
と
の
仲
介
者
の
役
割
を
担
う
。
調
整
医
は
、

治
療
の
実
行
に
お
い
て
生
じ
た
全
て
の
困
難
に
つ
き
主
治
医
か
ら
通

知
さ
れ
、
治
療
命
令
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
必
要
な
諸
要
素
を
刑
罰
適

用
判
事
に
伝
達
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
〇
一
一
年
九
月
一
日
時
点
で
、
二
三
七
人
の

調
整
医
の
み
が
、
実
行
中
の
五
、
三
九
八
件
の
治
療
命
令
の
た
め
全

土
に
、
し
か
も
不
均
等
に
、
配
分
さ
れ
て
い
た
。
司
法
は
、
か
く
し

て
、
調
整
医
の
不
足
に
直
面
す
る
。
一
七
の
県
で
は
、
目
下
、
調
整

医
は
お
ら
ず
、
実
行
さ
れ
て
い
な
い
治
療
命
令
の
数
は
、
一
、
七
五

〇
件
と
推
定
さ
れ
る
。
全
て
の
こ
れ
ら
の
措
置
が
実
行
さ
れ
る
に
は
、

被
有
罪
宣
告
者
の
居
住
県
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
一
人
の
調
整
医
あ

た
り
二
〇
人
の
実
行
に
従
事
す
る
と
し
て
、
追
加
で
一
一
九
人
の
調

整
医
が
必
要
と
な
ろ
う
。

二
つ
の
措
置
は
、
調
整
医
の
不
十
分
さ
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
、
治
療
命
令
を
受
け
た
被
有
罪
宣
告
者
を
監
督
す
る

た
め
刑
罰
適
用
判
事
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
調
整
医
が
徴
収
す
る
見

積
額
で
の
手
当
は
、
現
在
、
調
整
医
に
関
す
る
公
衆
衛
生
法
第
R.
三

七
一
一

八
条
及
び
第
R.
三
七
一
一

一
一
条
の
適
用
の
た
め
に
下
さ

れ
た
、
二
〇
〇
八
年
一
月
二
四
日
の
ア
レ
テ
に
よ
っ
て
、
観
察
対
象

者
一
人
あ
た
り
、
年
総
計
七
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
あ
る
が
、
こ
の
額
が
、

九
〇
〇
ユ
ー
ロ
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
提
供
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
精
神
鑑
定
人
の
数
を
増
大
さ
せ
る
た
め
先
に
示
さ
れ
た
、

奨
学
金
及
び
チ
ュ
ー
タ
ー
の
機
構
が
、
同
様
に
調
整
医
に
も
関
わ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

Ｃ
｜
司
法
の
手
に
あ
る
者
の
よ
り
適
切
な
監
督
を
保
障
す
る
た
め
に

社
会
復
帰
及
び
保
護
観
察
の
部
局
を
強
化
し
再
編
成
す
る
こ
と

１

可
動
式
チ
ー
ム
（eq

u
ip
es m

o
b
iles

）
を
配
備
す
る
こ
と

Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｐ
の
活
動
は
構
造
的
に
著
し
い
変
異
を
被
っ
て
お
り
、
そ
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の
変
異
は
、
司
法
活
動
と
結
び
つ
き
、
ま
た
、
社
会
復
帰
及
び
保
護

観
察
の
各
段
階
に
お
け
る
人
的
資
源
の
管
理
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
立
ち
向
か
う
べ
く
、
司
法
部
局
監
督
局
及
び
財
務
監
督
局

に
よ
る
報
告
書
の
推
奨
に
従
っ
て
、
可
動
式
チ
ー
ム
が
、
活
動
の

ピ
ー
ク
時
に
社
会
復
帰
及
び
保
護
観
察
の
部
局
を
強
化
し
、
実
働
人

員
の
管
理
に
お
い
て
よ
り
い
っ
そ
う
の
柔
軟
性
を
導
入
す
る
た
め
に

編
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

２

被
有
罪
宣
告
者
の
監
督
に
つ
い
て
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
調
整

官
に
係
る
政
策
を
軌
道
修
正
す
る
こ
と

本
法
第
四
条
は
、
物
理
的
不
能
の
場
合
を
除
い
て
、
判
決
前
調
査

を
権
限
の
付
与
さ
れ
た
連
合
セ
ク
タ
ー
に
委
託
す
る
旨
を
規
定
す
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
調
整
官
は
、
被
有
罪

宣
告
者
の
観
察
（
い
わ
ゆ
る
「
判
決
後
監
督
」）
に
再
び
集
中
で
き

る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
調
整
官
フ
ル
タ

イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
一
三
〇
人
が
、
か
く
し
て
創
出
さ
れ
、

再
編
成
さ
れ
る
。

３

Ｓ
Ｐ
Ｉ
Ｐ
を
再
編
成
す
る
こ
と

司
法
の
手
に
あ
る
全
て
の
者
に
対
し
て
定
期
的
か
つ
等
質
の
ケ
ア

を
保
障
す
る
た
め
、
近
年
そ
の
活
動
の
顕
著
な
増
大
を
経
験
し
、
刑

事
手
続
及
び
刑
の
修
正
の
政
策
に
関
す
る
重
大
な
変
化
を
体
験
し
た
、

社
会
復
帰
及
び
保
護
観
察
に
関
わ
る
部
局
の
作
業
組
織
及
び
メ
ソ
ッ

ド
は
、
刷
新
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
犯
罪
学
的
目
的
で
の
診
断
及
び
個

別
化
し
た
観
察
の
普
及
、
並
び
に
、
既
に
言
及
さ
れ
た
ア
プ
リ
ケ
ー

シ
ョ
ン
Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
の
信
頼
性
の
確
立
及
び
改
良
の
他
、
複
数
の
措
置

が
こ
れ
に
協
働
す
る
。

｜
社
会
復
帰
・
保
護
観
察
局
の
介
入
の
任
務
及
び
方
法
に
関
す
る

二
〇
〇
八
年
三
月
一
九
日
の
行
刑
当
局
通
達
第
一
一
三
／
Ｐ
Ｍ

Ｊ
一
号
の
延
長
に
お
い
て
、
ま
た
、
現
在
進
行
中
で
あ
る
Ｓ
Ｐ

Ｉ
Ｐ
の
介
入
の
任
務
及
び
方
法
に
関
す
る
作
業
結
果
を
顧
慮
し

つ
つ
、
社
会
復
帰
及
び
保
護
観
察
部
局
の
任
務
を
精
確
に
す
る

た
め
、
活
動
リ
ポ
ジ
ト
リ
が
作
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

｜
行
刑
機
関
に
お
い
て
存
在
す
る
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
倣
っ
て
、

参
考
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
が
作
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

｜
組
織
の
模
範
型
が
、
実
務
と
調
和
す
る
よ
う
に
（
活
動
、
観
察

対
象
者
の
類
型
及
び
地
域
の
実
情
に
従
っ
て
）
配
置
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

｜
上
述
の
「
職
業
」
イ
ン
タ
ー
ン
が
配
置
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

｜
作
業
負
担
及
び
結
果
を
評
価
す
る
信
頼
で
き
る
指
針
が
作
成
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

｜
部
局
間
の
活
動
負
担
を
徐
々
に
収
斂
さ
せ
る
た
め
に
、
実
働
人
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員
の
地
理
的
配
分
の
よ
り
適
切
な
プ
ロ
セ
ス
が
実
施
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

｜
実
働
人
員
の
管
理
に
お
い
て
硬
直
性
を
緩
和
す
る
た
め
、
と
り

わ
け
行
政
的
な
居
所
数
（
こ
れ
に
基
づ
き
、
社
会
復
帰
・
保
護

観
察
調
整
官
が
配
置
さ
れ
る
）
と
支
所
数
（
支
所
は
、
執
行
場

所
に
対
応
し
、
複
合
的
、
ま
た
は
、
開
放
環
境
も
し
く
は
行
刑

施
設
の
い
ず
れ
か
に
割
り
当
て
ら
れ
う
る
）
を
一
致
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
細
か
い
管
区
の
組
織
が
設
置
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

Ⅲ
｜
犯
罪
少
年
の
ケ
ア
を
改
良
す
る
こ
と

Ａ
｜
判
事
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
教
育
的
措
置
に
つ
き
青
少
年
司
法

保
護
局
に
よ
る
ケ
ア
ま
で
の
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と

少
年
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
た
司
法
的
措
置
の
執
行
ま
で
の
期
間
を

短
縮
す
る
こ
と
は
、
当
該
措
置
が
公
の
秩
序
の
混
乱
を
終
了
さ
せ
る

の
に
適
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
措
置
が
少
年
に
と
っ
て
意
味

を
も
つ
た
め
に
は
行
為
の
実
行
か
ら
短
期
間
で
執
行
さ
れ
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
も
本
質
的
な
目
的
を
構
成
す
る
。

こ
れ
ら
の
措
置
の
迅
速
な
執
行
は
、
同
様
に
、
累
犯
の
予
防
を
可

能
に
す
る
。

本
法
第
一
二
条
が
、
判
決
の
日
か
ら
五
日
以
内
に
、
教
育
機
関
に

よ
る
少
年
の
ケ
ア
を
命
じ
て
い
る
の
は
こ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
規
定
は
、
少
年
犯
罪
に
適
応
し
た
刑
法
的
反
作
用
の
有
効
性

を
強
化
す
る
こ
と
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
期
間
の
短
縮
に
は
、
特
に
、
犯
罪
性
の

高
い
県
に
お
い
て
、
青
少
年
司
法
保
護
局
の
教
育
的
実
働
人
員
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
強
化
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
県
に
お
い

て
、
確
認
さ
れ
る
執
行
ま
で
の
期
間
は
、
実
際
、
全
国
平
均
を
は
る

か
に
上
回
る
。
ち
な
み
に
、
全
国
平
均
は
現
在
、
一
二
日
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
条
件
の
下
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
、
少
年
が
、
自
ら

に
対
し
て
下
さ
れ
た
措
置
が
未
だ
執
行
さ
れ
て
い
な
い
と
き
で
さ
え
、

犯
罪
行
為
を
繰
り
返
す
の
は
稀
で
は
な
い
。

ケ
ア
ま
で
の
期
間
を
五
日
以
内
に
短
縮
す
る
と
い
う
目
的
は
、
現

存
す
る
手
段
の
最
適
化
だ
け
で
は
達
成
し
え
ず
、
優
先
的
と
認
め
ら

れ
る
二
九
県
に
お
い
て
実
働
人
員
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
絞
っ
た
強
化
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

エ
デ
ュ
カ
ト
ゥ
ー
ル
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
一
二

〇
人
の
創
設
が
こ
の
た
め
に
計
画
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
三
年

か
ら
二
〇
一
四
年
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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Ｂ
｜
閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
）
に
お
け
る
収
容
能
力
を
増

大
さ
せ
る
こ
と

Ｃ
Ｅ
Ｆ
は
、
そ
の
創
設
以
来
、
そ
れ
が
反
復
犯
に
対
す
る
有
効
な

道
具
で
あ
り
、
犯
罪
に
最
も
根
を
下
ろ
し
ま
た
は
最
も
重
大
な
行
為

を
犯
し
た
少
年
に
適
し
た
反
作
用
を
提
供
す
る
こ
と
を
示
し
た
。

上
記
二
〇
一
一
年
八
月
一
〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

九
三
九
号

か
ら
生
じ
た
そ
の
起
草
に
お
い
て
、
犯
罪
少
年
に
関
す
る
一
九
四
五

年
二
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五

一
七
四
号
第
一
〇

二
条
及

び
第
二
〇

一
〇
条
は
、
犯
罪
少
年
の
Ｃ
Ｅ
Ｆ
へ
の
収
容
対
象
を
拡

大
す
る
。
即
ち
、
故
意
の
暴
行
、
性
的
侵
害
ま
た
は
暴
行
の
加
重
事

情
を
伴
っ
て
行
わ
れ
る
軽
罪
が
問
題
と
な
る
場
合
で
、
五
年
の
拘
禁

刑
で
処
罰
さ
れ
る
行
為
の
主
体
で
あ
る
一
三
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の

少
年
に
対
し
て
、
司
法
統
制
処
分
の
枠
内
に
お
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｆ
へ
の
収

容
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
裁
判
官
が
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
の
取
消

を
検
討
す
る
場
合
、
Ｃ
Ｅ
Ｆ
へ
の
収
容
は
こ
の
枠
内
で
収
容
に
代
替

す
る
も
の
に
な
る
。

青
少
年
司
法
保
護
局
は
、
現
在
、
収
容
定
員
一
二
人
の
Ｃ
Ｅ
Ｆ
が

四
五
ヶ
所
、
即
ち
、
収
容
定
員
五
四
〇
人
分
を
自
由
に
使
う
こ
と
が

で
き
る
。
必
要
な
の
は
約
八
〇
〇
人
分
と
推
定
さ
れ
、
二
〇
ヶ
所
の

Ｃ
Ｅ
Ｆ
を
補
足
的
に
創
設
す
る
こ
と
に
な
る
。

現
存
す
る
手
段
の
最
適
化
の
配
慮
に
お
い
て
、
こ
の
二
〇
の
補
足

的
な
Ｃ
Ｅ
Ｆ
は
、
現
存
す
る
寮
の
改
築
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

エ
デ
ュ
カ
ト
ゥ
ー
ル
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
九
〇

人
の
創
設
が
こ
の
た
め
に
計
画
さ
れ
る
。
上
記
二
〇
一
一
年
八
月
一

〇
日
の
法
律
第
二
〇
一
一

九
三
九
号
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
少
年

司
法
改
革
の
実
施
を
伴
う
こ
の
措
置
に
つ
き
、
上
述
し
た
フ
ル
タ
イ

ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
九
〇
人
の
う
ち
六
〇
人
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
二
〇
一
二
年
の
予
算
か
ら
開
設
さ
れ
る
。

そ
の
他
、
こ
れ
ら
の
セ
ン
タ
ー
の
導
入
を
加
速
す
る
た
め
、
本
法

第
一
一
条
は
、
同
セ
ン
タ
ー
が
青
少
年
司
法
保
護
の
公
的
セ
ク
タ
ー

に
属
す
る
場
合
、
計
画
促
進
手
続
（p

ro
ced

u
re
 
d
’a
p
p
el a

p
ro
-

jet

）
を
免
除
す
る
。

Ｃ
｜
閉
鎖
型
教
育
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
小
児
精
神
病
学
的
観
察
を
展

開
す
る
こ
と

最
も
困
難
な
少
年
は
、
顕
著
な
行
動
障
害
を
呈
し
て
い
る
（
暴
力

関
係
及
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
あ
ら
ゆ
る
解
決
の
失
敗
）。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
少
年
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｆ
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る

対
象
者
の
大
部
分
を
構
成
す
る
。

か
く
し
て
、
エ
デ
ュ
カ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
全
て
が
精
神
疾
患
を
負
っ
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て
い
る
訳
で
は
な
い
に
せ
よ
、
概
し
て
、
行
動
障
害
を
経
験
し
、
暴

力
行
為
に
移
行
す
る
強
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
少
年
に
歩
み
寄
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
少
年
の
特
殊
性
は
、
青
少
年
司
法
保
護
局
と
隣
接
す
る

精
神
医
学
的
装
置
と
の
一
貫
し
た
有
機
的
連
関
に
基
づ
く
、
周
到
に

準
備
さ
れ
た
ケ
ア
を
要
請
す
る
。

こ
れ
ま
で
に
、
一
三
の
Ｃ
Ｅ
Ｆ
が
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
一
年

の
間
に
小
児
精
神
病
学
的
観
察
の
手
段
の
点
で
強
化
さ
れ
、
そ
の
初

期
の
成
果
は
確
か
な
も
の
で
あ
る
。
ト
ラ
ブ
ル
の
顕
著
な
減
少
が
確

認
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
結
果
に
鑑
み
、
こ
の
装
置
は
、
追
加
的
に
二
五
の
Ｃ
Ｅ

Ｆ
に
拡
大
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
拡
大
は
、
ケ
ア
を
促
進
す
る
た
め
、
地
方
厚
生
局
と
地
域
間

青
少
年
司
法
保
護
局
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
協
定
に
基
づ
く
で
あ
ろ

う
。フ

ル
タ
イ
ム
労
働
相
当
（
Ｅ
Ｔ
Ｐ
Ｔ
）
三
七
・
五
人
の
創
出
が
こ

の
た
め
に
計
画
さ
れ
る
。

本
法
は
、
国
法
と
し
て
施
行
さ
れ
る
。

二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日

パ
リ
に
て

共
和
国
大
統
領

N
IC
O
L
A
S S

A
R
K
O
Z
Y

首
相

F
R
A
N
Ç
O
IS F

IL
L
O
N

国
璽
尚
書
、
司
法
と
自
由
大
臣

M
IC
H
E
L
 
M
E
R
C
IE
R

内
務
・
海
外
県
・
海
外
領
土
・
地
方
自
治
体
・
移
民
大
臣

C
L
A
U
D
E

 
G
U
É
A
N
T

労
働
・
雇
用
・
厚
生
大
臣

X
A
V
IE
R
 
B
E
R
T
R
A
N
D

国
民
教
育
・
青
少
年
・
市
民
活
動
大
臣

L
U
C
 
C
H
A
T
E
L

予
算
・
公
会
計
・
国
家
改
革
大
臣
、
政
府
報
道
官

V
A
L
É
R
IE

 
P
É
C
R
E
S
S
E

（
井
上
宜
裕
）

（
完
）
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